
要配慮者への支援
共助

災害発生時に高齢者や障がい者などの要配慮者を支援するためには、近所の人や自主防災
組織（自治会など）、民生・児童委員、シルバークラブ、消防団など地域のみなさんがお互いに
助け合う「共助」による支援体制を整備し、要配慮者のみなさんが安心して暮らせる地域づくり
が大切です。地域で協力して支援できるようにしておきましょう。

災害時に自ら避難することが困難な人で、妊産婦や乳幼児、子ども、高齢者、障がい者、外国人
などが要配慮者にあたります。

要配慮者とは

高齢者 障がい者

避難行動要支援者※登録制度

要配慮者から登録申請された避難行動要支援
者の情報を自主防災組織や民生・児童委員に提
供し、見守りや安否確認、避難誘導などの支援体
制を整備しています。

高齢者は何か不便な
ことがあっても我慢を
するなど、自分からは
言い出さないことがあ
ります。必要なことが
ないか、やさしく声を
かけましょう。

障がいの種類によって困
難なことはさまざまです。
次のページを参考に可能
な範囲で適切な支援をす
るように心がけましょう。

外国人 妊婦・乳幼児

日本語が話せない・書
けないなど、不安を抱え
ている人もいるため、仲
介者や通訳を介して、
正しく情報を伝える・聞
くことが大切です。

妊婦は授乳などの不安が
ある他、健康面やプライバ
シーへの配慮が必要です。
乳幼児には常に気を配り、
小さな異変にも気付くよう
にしましょう。

災害が発生した際に障がい者が直面する困りごとは数多くあり、その内容も人それぞれ異なります。
災害時や避難時に障がい者のかたを見かけたら、積極的に声をかけ、支援するようにしましょう。ま
た、孤立しているようであれば、障がい者の家族など関係者に連絡し、現在地を伝えましょう。

障がい者のかたへの支援

共助

ヘルプマーク
援助や配慮を必要と
していることを周囲の
人に知らせるマーク。

マタニティマーク
妊産婦に対する配慮
を周囲の人にお願い
するためのマーク。

目の不自由な人を見かけたら声をかけ、何をしてほ
しいか尋ねてください。誘導する時はひじをつかんで
もらい、ゆっくり歩きましょう。避難所ではトイレや水
道などの場所確認の誘導を行ってください。

目の不自由な人

寝たきりの人がいる家庭では、家族だけでは災害時
の対応が難しいため、積極的に支援しましょう。避難
する際は担架で移動してください。避難所では個室
や間仕切りなどの配慮が必要な場合があります。

寝たきりの人

身元がわかる「防災カード」などを作成し、身に付け
るようにしましょう。言葉で理解されない場合は、手
を引いて誘導してください。避難所では短い言葉や
文字、絵や写真などを用いて、理解を図りましょう。

療育手帳のある人

肢体不自由な人を見かけたら、支援の必要があるか
を尋ね、安全に誘導してください。段差や階段の昇り
降りは必ず声をかけてください。避難所では車いす
が通れる通路や車いす用のトイレを確保しましょう。

肢体不自由な人

本人や家族から身体の状況を聞き取り、状況により
車いすを利用するなど適切に誘導しましょう。人工
呼吸器や人工透析など生命に関わる援助が必要
な場合は、すみやかに医療機関への早期輸送を
行ってください。

難病・特定疾患の人

みんなが安心して暮らすために
住民同士の助け合いが
必要不可欠です

日頃からの交流が大切です

※要配慮者のうち、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために、
　特に支援を必要とする人のこと。
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